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○
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
八
号

医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
社
会
医
療
法

人
債
を
発
行
す
る
社
会
医
療
法
人
の
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

柳
澤

伯
夫

社
会
医
療
法
人
債
を
発
行
す
る
社
会
医
療
法
人
の
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則

第
一
章

総
則

（
適
用
の
一
般
原
則
）

第
一
条

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
社
会
医
療
法
人
債
を
発
行
す
る
社
会
医
療
法
人
（
当
該
社
会
医
療
法
人
債
の
総
額
に
つ
い
て
償
還
済
み
で
あ
る

も
の
を
除
き
、
社
会
医
療
法
人
債
を
発
行
し
た
医
療
法
人
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
法
第
五
十
一
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
い
な
い
書
類
の
う
ち
、
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
純
資
産
変

動
計
算
書
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
及
び
附
属
明
細
表
（
以
下
「
財
務
諸
表
」
と
い
う
。
）
の
用
語
、
様
式

及
び
作
成
方
法
は
、
こ
の
規
則
の
定
め
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
財
務
諸
表
の
作
成
基
準
及
び
表
示
方
法
）

第
二
条

社
会
医
療
法
人
債
を
発
行
す
る
社
会
医
療
法
人
が
、
法
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
財
務
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諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
社
会
医
療
法
人
の
財
政
状
態
、
経
営
成
績
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
（
現
金
（
当
座
預
金
、
普
通
預
金

そ
の
他
預
金
者
が
一
定
の
期
間
を
経
る
こ
と
な
く
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
預
金
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び

現
金
同
等
物
（
容
易
に
換
金
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
か
つ
、
価
値
の
変
動
の
リ
ス
ク
が
低
い
短
期
的
な
有
価

証
券
等
の
投
資
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
合
計
額
の
増
加
又
は
減
少
を
い
う
。
）
の
状
況
に
関
す
る
真
実
な
内

容
を
表
示
す
る
こ
と
。

二

当
該
社
会
医
療
法
人
の
利
害
関
係
人
に
対
し
て
、
そ
の
財
政
、
経
営
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
に
関

す
る
判
断
を
誤
ら
せ
な
い
た
め
に
必
要
な
会
計
事
実
を
明
瞭
に
表
示
す
る
こ
と
。

三

当
該
社
会
医
療
法
人
が
採
用
す
る
会
計
処
理
の
原
則
及
び
手
続
に
つ
い
て
は
、
正
当
な
理
由
に
よ
り
変
更
を
行

う
場
合
を
除
き
、
財
務
諸
表
を
作
成
す
る
各
時
期
を
通
じ
て
継
続
し
て
適
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

２

財
務
諸
表
に
記
載
す
べ
き
事
項
で
同
一
の
内
容
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
正
当
な
理
由
に
よ
り
変
更
を
行
う
場
合
を

除
き
、
財
務
諸
表
を
作
成
す
る
各
時
期
を
通
じ
て
、
同
一
の
表
示
方
法
を
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
重
要
な
会
計
方
針
の
記
載
）

第
三
条

財
務
諸
表
作
成
の
た
め
に
採
用
し
て
い
る
会
計
処
理
の
原
則
及
び
手
続
並
び
に
表
示
方
法
そ
の
他
財
務
諸
表

作
成
の
た
め
の
基
本
と
な
る
事
項
（
次
条
に
お
い
て
「
会
計
方
針
」
と
い
う
。
）
で
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、

キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
の
次
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
重
要
性
の
乏
し
い
も
の
に
つ
い
て
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は
、
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

有
価
証
券
の
評
価
基
準
及
び
評
価
方
法

二

た
な
卸
資
産
の
評
価
基
準
及
び
評
価
方
法

三

固
定
資
産
の
減
価
償
却
の
方
法

四

引
当
金
の
計
上
基
準

五

収
益
及
び
費
用
の
計
上
基
準

六

リ
ー
ス
取
引
の
処
理
方
法

七

キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
に
お
け
る
資
金
の
範
囲

八

そ
の
他
財
務
諸
表
作
成
の
た
め
の
基
本
と
な
る
重
要
な
事
項

（
会
計
方
針
の
変
更
に
関
す
る
記
載
）

第
四
条

会
計
方
針
を
変
更
し
た
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
前
条
に
よ
る
記
載
の
次
に
記
載
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

会
計
処
理
の
原
則
又
は
手
続
を
変
更
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
、
変
更
の
理
由
及
び
当
該
変
更
が
財
務
諸
表
に

与
え
て
い
る
影
響
の
内
容

二

表
示
方
法
を
変
更
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
内
容

三

キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
に
お
け
る
資
金
の
範
囲
を
変
更
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
、
変
更
の
理
由
及
び
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当
該
変
更
が
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
に
与
え
て
い
る
影
響
の
内
容

（
重
要
な
後
発
事
象
の
注
記
）

第
五
条

貸
借
対
照
表
日
後
、
当
該
社
会
医
療
法
人
の
翌
会
計
年
度
以
降
の
財
政
状
態
及
び
経
営
成
績
に
重
要
な
影
響

を
及
ぼ
す
事
象
（
以
下
「
重
要
な
後
発
事
象
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
た
と
き
は
、
当
該
事
象
を
注
記
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
追
加
情
報
の
注
記
）

第
六
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
特
に
定
め
る
注
記
の
ほ
か
、
利
害
関
係
人
が
社
会
医
療
法
人
の
財
政
及
び
経
営
の
状
況

に
関
す
る
適
正
な
判
断
を
行
う
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
項
を
注
記
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
税
効
果
会
計
の
適
用
）

第
七
条

法
人
税
そ
の
他
利
益
に
関
連
す
る
金
額
を
課
税
標
準
と
し
て
課
さ
れ
る
租
税
（
以
下
「
法
人
税
等
」
と
い
う
。

）
に
つ
い
て
は
、
税
効
果
会
計
（
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ
て
い
る
資
産
及
び
負
債
の
金
額
と
課
税
所
得
の
計
算
の

結
果
算
定
さ
れ
た
資
産
及
び
負
債
の
金
額
と
の
間
に
差
異
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
差
異
に
係
る
法
人
税
等
の

金
額
を
適
切
に
期
間
配
分
す
る
こ
と
に
よ
り
、
法
人
税
等
を
控
除
す
る
前
の
当
期
純
利
益
の
金
額
と
法
人
税
等
の
金

額
を
合
理
的
に
対
応
さ
せ
る
た
め
の
会
計
処
理
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
適
用
し
て
財
務
諸
表
を
作
成
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
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（
注
記
の
方
法
）

第
八
条

こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
記
載
す
べ
き
注
記
は
、
脚
注
（
当
該
注
記
に
係
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
財
務

諸
表
中
の
表
又
は
計
算
書
の
末
尾
に
記
載
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
と
し
て
記
載
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
も
の
を
除
き
、
第
三
条
及
び
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
記
載
の
次
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第

三
条
の
規
定
に
よ
り
記
載
し
た
事
項
と
関
係
が
あ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
と
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
金
額
の
表
示
の
単
位
）

第
九
条

財
務
諸
表
に
掲
記
さ
れ
る
科
目
そ
の
他
の
事
項
の
金
額
は
、
千
円
単
位
を
も
っ
て
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
章

財
産
目
録

（
財
産
目
録
の
記
載
方
法
）

第
十
条

財
産
目
録
の
記
載
方
法
は
、
本
章
の
規
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

財
産
目
録
は
、
様
式
第
一
号
に
よ
り
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
財
産
目
録
の
区
分
表
示
）

第
十
一
条

前
条
の
財
産
目
録
は
、
次
に
掲
げ
る
部
に
区
分
し
て
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
第
一
号
に
掲
げ
る
部
は
、
そ
の
内
容
を
示
す
適
当
な
名
称
を
付
し
た
項
目
に
細
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

資
産

二

負
債
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三

純
資
産

第
三
章

貸
借
対
照
表

第
一
節

総
則

（
貸
借
対
照
表
の
記
載
方
法
）

第
十
二
条

貸
借
対
照
表
の
記
載
方
法
は
、
本
章
の
規
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

貸
借
対
照
表
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
り
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
資
産
、
負
債
及
び
純
資
産
の
分
類
）

第
十
三
条

資
産
、
負
債
及
び
純
資
産
は
、
そ
れ
ぞ
れ
資
産
の
部
、
負
債
の
部
及
び
純
資
産
の
部
に
分
類
し
て
記
載
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

資
産
及
び
負
債
の
科
目
の
記
載
の
配
列
は
、
流
動
性
配
列
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
節

資
産

（
資
産
の
分
類
）

第
十
四
条

資
産
は
、
流
動
資
産
及
び
固
定
資
産
に
分
類
し
、
更
に
、
固
定
資
産
に
属
す
る
資
産
は
、
有
形
固
定
資
産

、
無
形
固
定
資
産
及
び
そ
の
他
の
資
産
に
分
類
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
流
動
資
産
の
範
囲
）

第
十
五
条

次
に
掲
げ
る
資
産
は
、
流
動
資
産
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。
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一

現
金
及
び
預
金
。
た
だ
し
、
一
年
内
に
期
限
の
到
来
し
な
い
預
金
を
除
く
。

二

経
常
的
な
活
動
に
よ
っ
て
生
じ
た
未
収
金
等
の
債
権
そ
の
他
一
年
以
内
に
回
収
可
能
な
債
券

三

一
年
内
に
満
期
の
到
来
す
る
有
価
証
券

四

医
薬
品
、
診
療
材
料
、
給
食
材
料
等
の
た
な
卸
資
産

五

前
渡
金
（
諸
材
料
、
燃
料
等
の
購
入
の
た
め
の
前
渡
金
を
い
う
。
）

六

そ
の
他
の
資
産
で
一
年
内
に
現
金
化
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

２

前
払
費
用
で
一
年
内
に
費
用
と
な
る
べ
き
も
の
及
び
未
収
収
益
は
、
流
動
資
産
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。

３

流
動
資
産
に
属
す
る
資
産
又
は
流
動
負
債
に
属
す
る
負
債
に
関
連
す
る
繰
延
税
金
資
産
は
、
流
動
資
産
に
属
す
る

も
の
と
す
る
。
特
定
の
資
産
又
は
負
債
に
関
連
し
な
い
繰
延
税
金
資
産
で
貸
借
対
照
表
日
後
一
年
内
に
取
り
崩
さ
れ

る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

（
流
動
資
産
の
区
分
表
示
）

第
十
六
条

流
動
資
産
に
属
す
る
資
産
は
、
次
に
掲
げ
る
項
目
の
区
分
に
従
い
、
当
該
資
産
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科

目
を
も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

現
金
及
び
預
金

二

事
業
未
収
金

三

有
価
証
券
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四

た
な
卸
資
産

五

前
渡
金

六

前
払
費
用

七

繰
延
税
金
資
産

八

そ
の
他
の
流
動
資
産

２

前
項
の
規
定
は
、
同
項
各
号
の
項
目
に
属
す
る
資
産
で
、
別
に
表
示
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も

の
に
つ
い
て
、
当
該
資
産
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て
別
に
掲
記
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

３

第
一
項
第
八
号
の
資
産
の
う
ち
、
未
収
収
益
、
短
期
貸
付
金
（
金
融
手
形
を
含
む
。
）
、
役
員
、
社
員
、
評
議
員

若
し
く
は
職
員
に
対
す
る
短
期
債
権
又
は
そ
の
他
の
資
産
で
、
そ
の
金
額
が
資
産
の
総
額
の
百
分
の
一
を
超
え
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
当
該
資
産
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
流
動
資
産
に
係
る
引
当
金
の
表
示
）

第
十
七
条

流
動
資
産
に
属
す
る
資
産
に
係
る
引
当
金
は
、
当
該
各
資
産
科
目
に
対
す
る
控
除
科
目
と
し
て
、
当
該
各

資
産
科
目
別
に
貸
倒
引
当
金
そ
の
他
当
該
引
当
金
の
設
定
目
的
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て
掲
記
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一

当
該
引
当
金
を
、
当
該
各
資
産
科
目
に
対
す
る
控
除
科
目
と
し
て
一
括
し
て
掲
記
す
る
方
法

二

当
該
引
当
金
を
当
該
各
資
産
の
金
額
か
ら
直
接
控
除
し
、
そ
の
控
除
残
高
を
当
該
各
資
産
の
金
額
と
し
て
表
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示
す
る
方
法

２

前
項
第
二
号
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
引
当
金
は
当
該
各
資
産
科
目
別
に
又
は
一
括
し
て
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
有
形
固
定
資
産
の
範
囲
）

第
十
八
条

次
に
掲
げ
る
資
産
は
、
有
形
固
定
資
産
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。

一

建
物
（
暖
房
、
照
明
、
通
風
等
の
付
属
設
備
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

二

構
築
物
（
貯
水
池
、
門
、
塀
、
舗
装
道
路
、
緑
化
施
設
そ
の
他
土
地
に
定
着
す
る
土
木
設
備
又
は
工
作
物
を
い

う
。
）

三

医
療
用
器
械
備
品

四

そ
の
他
の
器
械
備
品

五

車
両
及
び
船
舶

六

土
地

七

建
設
仮
勘
定
（
前
各
号
に
掲
げ
る
資
産
で
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
を
建
設
し
た
場
合
に
お
け
る
支
出
及
び
当

該
建
設
の
目
的
の
た
め
に
充
当
し
た
材
料
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

八

そ
の
他
の
有
形
資
産
で
流
動
資
産
に
属
し
な
い
も
の

（
有
形
固
定
資
産
の
区
分
表
示
）
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第
十
九
条

有
形
固
定
資
産
に
属
す
る
資
産
は
、
次
に
掲
げ
る
項
目
の
区
分
に
従
い
、
当
該
資
産
を
示
す
名
称
を
付
し

た
科
目
を
も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

建
物

二

構
築
物

三

医
療
用
器
械
備
品

四

そ
の
他
の
器
械
備
品

五

車
両
及
び
船
舶

六

土
地

七

建
設
仮
勘
定

八

そ
の
他
の
有
形
固
定
資
産

２

第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

３

第
一
項
第
八
号
の
資
産
の
う
ち
、
そ
の
金
額
が
資
産
の
総
額
の
百
分
の
一
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
資

産
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
減
価
償
却
累
計
額
の
表
示
）

第
二
十
条

建
物
、
構
築
物
、
医
療
用
器
械
備
品
、
そ
の
他
の
器
械
備
品
、
車
両
及
び
船
舶
又
は
そ
の
他
の
有
形
固
定

資
産
に
対
す
る
減
価
償
却
累
計
額
は
、
次
項
の
規
定
に
よ
る
場
合
の
外
、
当
該
各
資
産
科
目
に
対
す
る
控
除
科
目
と
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し
て
、
減
価
償
却
累
計
額
の
科
目
を
も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
固
定
資
産
に
対
す

る
控
除
科
目
と
し
て
一
括
し
て
掲
記
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

２

建
物
、
構
築
物
、
医
療
用
器
械
備
品
、
そ
の
他
の
器
械
備
品
、
車
両
及
び
船
舶
又
は
そ
の
他
の
有
形
固
定
資
産
に

対
す
る
減
価
償
却
累
計
額
は
、
当
該
各
資
産
の
金
額
か
ら
直
接
控
除
し
、
そ
の
控
除
残
高
を
当
該
各
資
産
の
金
額
と

し
て
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
減
価
償
却
累
計
額
は
、
当
該
各
資
産
の
資
産
科
目

別
に
、
又
は
一
括
し
て
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
減
損
損
失
累
計
額
の
表
示
）

第
二
十
一
条

各
有
形
固
定
資
産
に
対
す
る
減
損
損
失
累
計
額
は
、
次
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
場
合
の
ほ
か
、

当
該
各
資
産
の
金
額
（
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
形
固
定
資
産
に
対
す
る
減
価
償
却
累
計
額
を
、
当
該
資
産
の

金
額
か
ら
直
接
控
除
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
控
除
後
の
金
額
。
）
か
ら
直
接
控
除
し
、
そ
の
控
除
残
高
を
当
該
各

資
産
の
金
額
と
し
て
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

減
価
償
却
を
行
う
有
形
固
定
資
産
に
対
す
る
減
損
損
失
累
計
額
は
、
当
該
各
資
産
科
目
に
対
す
る
控
除
科
目
と
し

て
、
減
損
損
失
累
計
額
の
科
目
を
も
っ
て
掲
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
固
定
資
産
に
対
す
る
控

除
科
目
と
し
て
一
括
し
て
掲
記
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

３

前
条
第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
減
価
償
却
累
計
額
及
び
減
損
損
失
累
計
額
を
控
除
科
目
と
し
て
掲
記
す
る

場
合
に
は
、
減
損
損
失
累
計
額
を
減
価
償
却
累
計
額
に
合
算
し
て
、
減
価
償
却
累
計
額
の
科
目
を
も
っ
て
掲
記
す
る
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こ
と
が
で
き
る
。

４

前
項
の
場
合
に
は
、
減
価
償
却
累
計
額
に
減
損
損
失
累
計
額
が
含
ま
れ
て
い
る
旨
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
無
形
固
定
資
産
の
範
囲
）

第
二
十
二
条

借
地
権
、
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
資
産
は
、
無
形
固
定
資
産
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。

（
無
形
固
定
資
産
の
区
分
表
示
）

第
二
十
三
条

無
形
固
定
資
産
に
属
す
る
資
産
は
、
次
に
掲
げ
る
項
目
の
区
分
に
従
い
、
当
該
資
産
を
示
す
名
称
を
付

し
た
科
目
を
も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

借
地
権
（
地
上
権
を
含
む
。
）

二

ソ
フ
ト
ウ
エ
ア

三

そ
の
他
の
無
形
固
定
資
産

２

第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

３

第
一
項
第
三
号
の
資
産
の
う
ち
、
そ
の
金
額
が
資
産
の
総
額
の
百
分
の
一
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
資

産
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

各
無
形
固
定
資
産
に
対
す
る
減
価
償
却
累
計
額
及
び
減
損
損
失
累
計
額
は
、
当
該
無
形
固
定
資
産
の
金
額
か
ら
直

接
控
除
し
、
そ
の
控
除
残
高
を
各
無
形
固
定
資
産
の
金
額
と
し
て
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
そ
の
他
の
資
産
の
範
囲
）
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第
二
十
四
条

次
に
掲
げ
る
資
産
は
、
そ
の
他
の
資
産
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。

一

流
動
資
産
に
属
し
な
い
有
価
証
券

二

長
期
貸
付
金

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、
流
動
資
産
、
有
形
固
定
資
産
又
は
無
形
固
定
資
産
に
属
す
る
も
の
以
外
の
長
期

資
産

２

前
払
費
用
で
、
第
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
以
外
の
も
の
は
、
そ
の
他
の
資
産
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。

３

繰
延
税
金
資
産
で
、
第
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
も
の
以
外
の
も
の
は
、
そ
の
他
の
資
産
に
属
す
る
も
の
と
す

る
。

（
そ
の
他
の
資
産
の
区
分
表
示
）

第
二
十
五
条

そ
の
他
の
資
産
に
属
す
る
資
産
は
、
次
に
掲
げ
る
項
目
の
区
分
に
従
い
、
当
該
資
産
を
示
す
名
称
を
付

し
た
科
目
を
も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

有
価
証
券

二

長
期
貸
付
金
。
た
だ
し
、
次
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。

三

役
員
、
社
員
、
評
議
員
又
は
職
員
に
対
す
る
長
期
貸
付
金

四

長
期
前
払
費
用

五

繰
延
税
金
資
産
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六

そ
の
他
の
固
定
資
産

２

第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

３

第
一
項
第
六
号
の
資
産
の
う
ち
、
一
年
内
に
期
限
の
到
来
し
な
い
預
金
又
は
そ
の
他
の
資
産
で
、
そ
の
金
額
が
資

産
の
総
額
の
百
分
の
一
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
資
産
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て
掲
記
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
そ
の
他
の
資
産
に
係
る
引
当
金
の
表
示
）

第
二
十
六
条

第
十
七
条
の
規
定
は
、
そ
の
他
の
資
産
に
属
す
る
資
産
に
係
る
引
当
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
担
保
資
産
の
注
記
）

第
二
十
七
条

資
産
が
担
保
に
供
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
節

負
債

（
負
債
の
分
類
）

第
二
十
八
条

負
債
は
、
流
動
負
債
及
び
固
定
負
債
に
分
類
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
流
動
負
債
の
範
囲
）

第
二
十
九
条

次
に
掲
げ
る
負
債
は
、
流
動
負
債
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。

一

支
払
手
形
（
経
常
的
な
活
動
に
よ
っ
て
発
生
し
た
手
形
債
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

二

買
掛
金
（
経
常
的
な
活
動
に
よ
っ
て
発
生
し
た
業
務
上
の
未
払
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
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三

前
受
金
（
事
業
収
益
の
前
受
金
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
前
受
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

四

引
当
金
（
資
産
に
係
る
引
当
金
を
除
く
。
以
下
第
三
十
二
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
。
た
だ
し
、
一
年
内
に

使
用
さ
れ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。

五

経
常
的
な
活
動
に
関
連
し
て
発
生
す
る
未
払
金
又
は
預
り
金
で
一
般
の
取
引
慣
行
と
し
て
発
生
後
短
期
間
に
支

払
わ
れ
る
も
の

六

そ
の
他
の
負
債
で
一
年
内
に
支
払
又
は
返
済
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

２

未
払
費
用
及
び
前
受
収
益
は
、
流
動
負
債
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。

３

流
動
資
産
に
属
す
る
資
産
又
は
流
動
負
債
に
属
す
る
負
債
に
関
連
す
る
繰
延
税
金
負
債
は
、
流
動
負
債
に
属
す
る

も
の
と
す
る
。
特
定
の
資
産
又
は
負
債
に
関
連
し
な
い
繰
延
税
金
負
債
で
貸
借
対
照
表
日
後
一
年
内
に
取
り
崩
さ
れ

る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

（
流
動
負
債
の
区
分
表
示
）

第
三
十
条

流
動
負
債
に
属
す
る
負
債
は
、
次
に
掲
げ
る
項
目
の
区
分
に
従
い
、
当
該
負
債
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科

目
を
も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
期
限
経
過
の
未
償
還
社
会
医
療
法
人
債
で
、
そ
の
金
額
が
負

債
及
び
純
資
産
の
合
計
額
の
百
分
の
一
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
負
債
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も

っ
て
別
に
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

支
払
手
形
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二

買
掛
金

三

短
期
借
入
金
（
金
融
手
形
及
び
当
座
借
越
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
。
た
だ
し
、
役
員
、
社
員
、
評
議
員
又
は

職
員
か
ら
の
短
期
借
入
金
を
除
く
。

四

未
払
金

五

未
払
費
用

六

未
払
法
人
税
等

七

未
払
消
費
税
等

八

繰
延
税
金
負
債

九

前
受
金

十

預
り
金
。
た
だ
し
、
役
員
、
社
員
、
評
議
員
又
は
職
員
か
ら
の
預
り
金
を
除
く
。

十
一

前
受
収
益

十
二

引
当
金

十
三

そ
の
他
の
流
動
負
債

２

前
項
の
規
定
は
、
同
項
各
号
の
項
目
に
属
す
る
負
債
で
別
に
表
示
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

に
つ
い
て
、
当
該
負
債
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て
別
に
掲
記
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

３

第
一
項
第
十
二
号
の
引
当
金
は
、
賞
与
引
当
金
そ
の
他
当
該
引
当
金
の
設
定
目
的
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
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も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
第
十
三
号
の
負
債
の
う
ち
、
役
員
、
社
員
、
評
議
員
若
し
く
は
職
員
か
ら
の
短
期
借
入
金
等
の
短
期
債
務

又
は
そ
の
他
の
負
債
で
、
そ
の
金
額
が
負
債
及
び
純
資
産
の
合
計
額
の
百
分
の
一
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当

該
負
債
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
固
定
負
債
の
範
囲
）

第
三
十
一
条

社
会
医
療
法
人
債
、
長
期
借
入
金
、
引
当
金
（
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
引
当
金
を
除
く
。

）
及
び
そ
の
他
の
負
債
で
流
動
負
債
に
属
し
な
い
も
の
は
、
固
定
負
債
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。

２

繰
延
税
金
負
債
の
う
ち
第
二
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
も
の
以
外
の
も
の
は
、
固
定
負
債
に
属
す
る
も
の
と
す

る
。

（
固
定
負
債
の
区
分
表
示
）

第
三
十
二
条

固
定
負
債
に
属
す
る
負
債
は
、
次
に
掲
げ
る
項
目
の
区
分
に
従
い
、
当
該
負
債
を
示
す
名
称
を
付
し
た

科
目
を
も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

社
会
医
療
法
人
債

二

長
期
借
入
金
（
金
融
手
形
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
。
た
だ
し
、
役
員
、
社
員
、
評
議
員
又
は
職
員
か
ら
の
長

期
借
入
金
を
除
く
。

三

繰
延
税
金
負
債
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四

引
当
金

五

そ
の
他
の
固
定
負
債

２

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

３

第
一
項
第
四
号
の
引
当
金
は
、
退
職
給
付
引
当
金
そ
の
他
当
該
引
当
金
の
設
定
目
的
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目

を
も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
第
五
号
の
負
債
の
う
ち
、
役
員
、
社
員
、
評
議
員
若
し
く
は
職
員
か
ら
の
長
期
借
入
金
又
は
そ
の
他
の
負

債
で
、
そ
の
金
額
が
負
債
及
び
純
資
産
の
合
計
額
の
百
分
の
一
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
負
債
を
示
す
名

称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
繰
延
税
金
資
産
及
び
繰
延
税
金
負
債
の
表
示
）

第
三
十
三
条

第
十
六
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
繰
延
税
金
資
産
と
第
三
十
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
繰
延
税
金

負
債
と
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
差
額
を
繰
延
税
金
資
産
又
は
繰
延
税
金
負
債
と
し
て
流
動
資
産
又
は
流
動
負
債
に

表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
二
十
五
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
繰
延
税
金
資
産
と
第
三
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
繰
延
税
金
負
債

と
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
差
額
を
繰
延
税
金
資
産
又
は
繰
延
税
金
負
債
と
し
て
投
資
そ
の
他
の
資
産
又
は
固
定

負
債
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
偶
発
債
務
の
注
記
）
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第
三
十
四
条

偶
発
債
務
（
債
務
の
保
証
（
債
務
の
保
証
と
同
様
の
効
果
を
有
す
る
も
の
を
含
む
。
）
、
係
争
事
件
に

係
る
賠
償
義
務
そ
の
他
現
実
に
発
生
し
て
い
な
い
債
務
で
、
将
来
に
お
い
て
事
業
の
負
担
と
な
る
可
能
性
の
あ
る
も

の
を
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
内
容
及
び
金
額
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
重
要
性
の
乏

し
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
注
記
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
節

純
資
産

（
純
資
産
の
分
類
）

第
三
十
五
条

純
資
産
は
、
資
本
剰
余
金
、
利
益
剰
余
金
及
び
評
価
・
換
算
差
額
等
に
分
類
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
資
本
剰
余
金
の
表
示
）

第
三
十
六
条

次
に
掲
げ
る
剰
余
金
は
、
資
本
剰
余
金
の
科
目
を
も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
人
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
七
号
）
第
八
条
第
一
項
第
十
四
号
の
規
定
に
よ
り
、
財
団
で
あ

る
医
療
法
人
又
は
社
団
で
あ
る
医
療
法
人
で
持
分
の
定
め
が
な
い
も
の
が
そ
の
設
立
に
つ
い
て
贈
与
又
は
遺
贈
を

受
け
た
金
銭
の
額
又
は
金
銭
以
外
の
資
産
の
価
額

二

医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
第
三
十
条
の
三
十
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
社

団
で
あ
る
医
療
法
人
で
持
分
の
定
め
の
あ
る
も
の
が
社
団
で
あ
る
医
療
法
人
で
持
分
の
定
め
の
な
い
も
の
へ
移
行

し
た
場
合
に
、
資
本
剰
余
金
と
し
て
経
理
さ
れ
た
資
本
の
価
額
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三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
資
本
剰
余
金
に
属
す
る
も
の

（
利
益
剰
余
金
の
区
分
表
示
）

第
三
十
七
条

利
益
剰
余
金
に
属
す
る
剰
余
金
は
、
次
に
掲
げ
る
項
目
の
区
分
に
従
い
、
当
該
剰
余
金
を
示
す
名
称
を

付
し
た
科
目
を
も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

代
替
基
金
（
基
金
（
医
療
法
施
行
規
則
第
三
十
条
の
三
十
七
に
規
定
す
る
基
金
を
い
う
。
）
の
返
還
に
伴
い
、

代
替
基
金
と
し
て
計
上
さ
れ
た
基
金
に
相
当
す
る
額
を
い
う
。
）

二

そ
の
他
利
益
剰
余
金

２

そ
の
他
利
益
剰
余
金
は
、
理
事
会
又
は
社
員
総
会
の
決
議
に
基
づ
く
設
定
目
的
を
示
す
科
目
又
は
繰
越
利
益
剰
余

金
の
科
目
を
も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
評
価
・
換
算
差
額
等
の
分
類
及
び
区
分
表
示
）

第
三
十
八
条

評
価
・
換
算
差
額
等
は
、
次
に
掲
げ
る
項
目
の
区
分
に
従
い
、
当
該
項
目
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目

を
も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

そ
の
他
有
価
証
券
評
価
差
額
金
（
純
資
産
の
部
に
計
上
さ
れ
る
そ
の
他
有
価
証
券
の
評
価
差
額
を
い
う
。
）

二

繰
延
ヘ
ッ
ジ
損
益
（
ヘ
ッ
ジ
対
象
に
係
る
損
益
が
認
識
さ
れ
る
ま
で
繰
り
延
べ
ら
れ
る
ヘ
ッ
ジ
手
段
に
係
る
損
益

又
は
時
価
評
価
差
額
を
い
う
。
）

第
五
節

雑
則
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（
貸
借
対
照
表
の
区
分
表
示
）

第
三
十
九
条

資
産
、
負
債
及
び
純
資
産
は
、
本
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
別
表
に
掲
げ
る
項
目
の
区
分
に
従
い
、
当

該
資
産
、
負
債
及
び
純
資
産
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
収
益
業
務
の
注
記
）

第
四
十
条

収
益
業
務
に
係
る
固
有
の
資
産
、
負
債
及
び
純
資
産
は
、
貸
借
対
照
表
の
科
目
別
に
注
記
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
四
章

損
益
計
算
書

（
損
益
計
算
書
の
記
載
方
法
）

第
四
十
一
条

損
益
計
算
書
の
記
載
方
法
は
、
本
章
の
規
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

損
益
計
算
書
は
、
様
式
第
三
号
に
よ
り
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
収
益
及
び
費
用
の
分
類
）

第
四
十
二
条

収
益
又
は
費
用
は
、
次
に
掲
げ
る
項
目
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
に
分
類
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

事
業
損
益

二

事
業
外
収
益

三

事
業
外
費
用
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四

特
別
利
益

五

特
別
損
失

２

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
科
目
は
、
本
来
業
務
事
業
損
益
、
附
帯
業
務
事
業
損
益
及
び
収
益
業
務
事
業
損
益
に
分
類

し
、
更
に
、
そ
れ
ぞ
れ
事
業
収
益
及
び
事
業
費
用
に
分
類
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
業
損
益
の
範
囲
）

第
四
十
三
条

事
業
損
益
は
、
本
来
業
務
（
医
療
法
人
が
開
設
す
る
病
院
、
医
師
若
し
く
は
歯
科
医
師
が
常
時
勤
務
す

る
診
療
所
又
は
介
護
老
人
保
健
施
設
の
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
附
帯
業
務
（
医
療
法
人
が
行
う
法
第
四
十

二
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
収
益
業
務
（
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
収

益
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
事
業
活
動
か
ら
生
ず
る
収
益
又
は
費
用
と
す
る
。

（
事
業
費
用
の
表
示
方
法
）

第
四
十
四
条

事
業
費
用
は
、
本
来
業
務
、
附
帯
業
務
及
び
収
益
業
務
に
区
分
し
て
掲
記
し
、
そ
の
主
要
な
費
目
及
び

そ
の
金
額
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
に
規
定
す
る
主
要
な
費
目
と
は
、
減
価
償
却
費
及
び
引
当
金
繰
入
額
（
こ
れ
ら
の
費
目
の
う
ち
そ
の
金
額
が

少
額
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
以
外
の
費
目
で
そ
の
金
額
が
事
業
費
用
の
合
計
額
の
百
分
の
五
を
超

え
る
費
目
を
い
う
。

（
事
業
外
収
益
又
は
事
業
外
費
用
の
範
囲
）
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第
四
十
五
条

事
業
外
収
益
又
は
事
業
外
費
用
は
、
本
来
業
務
、
附
帯
業
務
及
び
収
益
業
務
の
事
業
活
動
以
外
の
原
因

か
ら
生
ず
る
収
益
又
は
費
用
で
あ
っ
て
経
常
的
に
発
生
す
る
も
の
と
す
る
。

（
特
別
損
失
の
表
示
方
法
）

第
四
十
六
条

特
別
損
失
に
属
す
る
損
失
は
、
前
期
損
益
修
正
損
、
固
定
資
産
売
却
損
、
減
損
損
失
、
災
害
に
よ
る
損

失
そ
の
他
の
項
目
の
区
分
に
従
い
、
当
該
損
失
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
各
損
失
の
う
ち
、
そ
の
金
額
が
特
別
損
失
の
総
額
の
百
分
の
十
以
下
の
も
の
で
一
括
し
て
表
示
す
る
こ
と

が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
損
失
を
一
括
し
て
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て
掲

記
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
減
損
損
失
に
関
す
る
注
記
）

第
四
十
七
条

減
損
損
失
を
認
識
し
た
資
産
又
は
資
産
グ
ル
ー
プ
（
複
数
の
資
産
が
一
体
と
な
っ
て
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ

ロ
ー
を
生
み
出
す
場
合
に
お
け
る
当
該
資
産
の
集
ま
り
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
資
産
又

は
資
産
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
重
要
性
が
乏
し

い
場
合
に
は
、
注
記
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
資
産
又
は
資
産
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
概
要

イ

用
途

ロ

種
類
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ハ

場
所

ニ

そ
の
他
当
該
資
産
又
は
資
産
グ
ル
ー
プ
の
内
容
を
理
解
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項
が
あ
る
場
合

に
は
、
そ
の
内
容

二

減
損
損
失
を
認
識
す
る
に
至
っ
た
経
緯

三

減
損
損
失
の
金
額
及
び
主
な
固
定
資
産
の
種
類
ご
と
の
当
該
金
額
の
内
訳

四

資
産
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
資
産
グ
ル
ー
プ
に
係
る
資
産
を
グ
ル
ー
プ
化
し
た
方
法

五

回
収
可
能
価
額
が
正
味
売
却
価
額
の
場
合
に
は
そ
の
旨
及
び
時
価
の
算
定
方
法
、
回
収
可
能
価
額
が
使
用
価
値

の
場
合
に
は
そ
の
旨
及
び
割
引
率

（
損
益
計
算
書
の
区
分
表
示
）

第
四
十
八
条

事
業
損
益
、
事
業
外
収
益
、
事
業
外
費
用
、
特
別
利
益
及
び
特
別
損
失
は
、
本
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ

か
別
表
に
掲
げ
る
項
目
の
区
分
に
従
い
、
当
該
事
業
損
益
、
事
業
外
収
益
、
事
業
外
費
用
、
特
別
利
益
及
び
特
別
損

失
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
業
損
益
金
額
の
表
示
）

第
四
十
九
条

事
業
収
益
の
金
額
か
ら
事
業
費
用
の
金
額
を
控
除
し
た
額
（
事
業
費
用
の
金
額
が
事
業
収
益
の
金
額
を

こ
え
る
場
合
は
、
事
業
費
用
の
金
額
か
ら
事
業
収
益
の
金
額
を
控
除
し
た
額
）
を
事
業
利
益
又
は
事
業
損
失
と
し
て

表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
経
常
損
益
金
額
の
表
示
）

第
五
十
条

事
業
利
益
の
金
額
又
は
事
業
損
失
の
金
額
に
、
事
業
外
収
益
の
金
額
を
加
減
し
、
次
に
事
業
外
費
用
の
金

額
を
加
減
し
た
額
を
、
経
常
利
益
又
は
経
常
損
失
と
し
て
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
当
期
純
損
益
金
額
の
表
示
）

第
五
十
一
条

経
常
利
益
の
金
額
又
は
経
常
損
失
の
金
額
に
特
別
利
益
の
金
額
を
加
減
し
、
次
に
特
別
損
失
の
金
額
を

加
減
し
た
額
を
、
税
引
前
当
期
純
利
益
又
は
税
引
前
当
期
純
損
失
と
し
て
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
項
目
の
金
額
は
、
そ
の
内
容
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て
、
税
引
前
当
期
純
利
益

又
は
税
引
前
当
期
純
損
失
の
次
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
会
計
年
度
に
係
る
法
人
税
、
住
民
税
及
び
事
業
税
（
利
益
に
関
連
す
る
金
額
を
課
税
標
準
と
し
て
課
さ
れ

る
事
業
税
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

二

法
人
税
等
調
整
額
（
税
効
果
会
計
の
適
用
に
よ
り
計
上
さ
れ
る
前
号
に
掲
げ
る
法
人
税
、
住
民
税
及
び
事
業
税

の
調
整
額
を
い
う
。
）

３

税
引
前
当
期
純
利
益
の
金
額
又
は
税
引
前
当
期
純
損
失
の
金
額
に
前
項
各
号
に
掲
げ
る
項
目
の
金
額
を
加
減
し
た

金
額
は
、
当
期
純
利
益
又
は
当
期
純
損
失
と
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

法
人
税
等
の
更
正
、
決
定
等
に
よ
る
納
付
税
額
又
は
還
付
税
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
項

目
の
次
に
、
そ
の
内
容
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
金
額
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の
重
要
性
が
乏
し
い
場
合
は
、
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
項
目
の
金
額
に
含
め
て
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
章

純
資
産
変
動
計
算
書

（
純
資
産
変
動
計
算
書
の
記
載
方
法
）

第
五
十
二
条

純
資
産
変
動
計
算
書
の
記
載
方
法
は
、
本
章
の
規
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

純
資
産
変
動
計
算
書
は
、
様
式
第
四
号
に
よ
り
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
純
資
産
変
動
計
算
書
の
区
分
表
示
）

第
五
十
三
条

純
資
産
変
動
計
算
書
は
、
資
本
剰
余
金
、
利
益
剰
余
金
及
び
評
価
・
換
算
差
額
等
に
分
類
し
て
記
載
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

純
資
産
変
動
計
算
書
は
、
適
切
な
項
目
に
区
分
し
、
当
該
項
目
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て
掲
記
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
区
分
及
び
科
目
は
、
貸
借
対
照
表
に
お
け
る
純
資
産
の
部
の
区
分
及
び
科
目
と
整
合
し
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
資
本
剰
余
金
及
び
利
益
剰
余
金
）

第
五
十
四
条

資
本
剰
余
金
及
び
利
益
剰
余
金
は
、
前
会
計
年
度
末
残
高
、
当
会
計
年
度
変
動
額
及
び
当
会
計
年
度
末

残
高
に
区
分
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

資
本
剰
余
金
及
び
利
益
剰
余
金
に
記
載
さ
れ
る
科
目
の
当
会
計
年
度
変
動
額
は
、
変
動
事
由
ご
と
に
記
載
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
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３

当
期
純
利
益
金
額
又
は
当
期
純
損
失
金
額
は
、
そ
の
他
利
益
剰
余
金
の
変
動
事
由
と
し
て
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

４

そ
の
他
利
益
剰
余
金
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
科
目
ご
と
の
記
載
に
代
え
て
、
そ
の
他
利
益
剰

余
金
の
合
計
額
を
前
会
計
年
度
末
残
高
、
当
会
計
年
度
変
動
額
及
び
当
会
計
年
度
末
残
高
に
区
分
し
て
記
載
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
科
目
ご
と
の
そ
れ
ぞ
れ
の
金
額
を
注
記
す
る
も
の
と
す
る
。

（
評
価
・
換
算
差
額
等
）

第
五
十
五
条

評
価
・
換
算
差
額
等
は
、
前
会
計
年
度
末
残
高
、
当
会
計
年
度
変
動
額
及
び
当
会
計
年
度
末
残
高
に
区

分
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

評
価
・
換
算
差
額
等
に
記
載
さ
れ
る
科
目
は
、
当
会
計
年
度
変
動
額
を
一
括
し
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
主
な
変
動
事
由
ご
と
に
記
載
又
は
注
記
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

３

評
価
・
換
算
差
額
等
は
、
第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
科
目
ご
と
の
記
載
に
代
え
て
、
評
価
・

換
算
差
額
等
の
合
計
額
を
前
会
計
年
度
末
残
高
、
当
会
計
年
度
変
動
額
及
び
当
会
計
年
度
末
残
高
に
区
分
し
て
記
載

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
科
目
ご
と
の
そ
れ
ぞ
れ
の
金
額
を
注
記
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
章

キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書

（
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
の
記
載
方
法
）

第
五
十
六
条

キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
の
記
載
方
法
は
、
本
章
の
規
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
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２

キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
は
、
様
式
第
五
号
又
は
第
六
号
に
よ
り
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
の
表
示
区
分
）

第
五
十
七
条

キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
を
設
け
て
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の

状
況
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

事
業
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

二

投
資
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

三

財
務
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

四

現
金
及
び
現
金
同
等
物
の
増
加
額
又
は
減
少
額

五

現
金
及
び
現
金
同
等
物
の
期
首
残
高

六

現
金
及
び
現
金
同
等
物
の
期
末
残
高

（
事
業
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
表
示
方
法
）

第
五
十
八
条

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
区
分
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
、
事
業
損
益
の
計
算
の
対
象
と
な
っ
た
取
引
に
係
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
並
び
に
投
資

活
動
及
び
財
務
活
動
以
外
の
取
引
に
係
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
を
、
そ
の
内
容
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も

っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
金
額
が
少
額
な
も
の
で
一
括
し
て
表
示
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
当
な
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て
一
括
し
て
掲
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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一

主
要
な
取
引
ご
と
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
を
総
額
に
よ
り
表
示
す
る
方
法
（
以
下
「
直
接
法
」
と
い
う
。
）

二

税
引
前
当
期
純
利
益
又
は
税
引
前
当
期
純
損
失
に
、
次
に
掲
げ
る
項
目
を
加
算
又
は
減
算
し
て
表
示
す
る
方
法

（
以
下
「
間
接
法
」
と
い
う
。
）

イ

損
益
計
算
書
に
収
益
又
は
費
用
と
し
て
計
上
さ
れ
て
い
る
項
目
の
う
ち
資
金
の
増
加
又
は
減
少
を
伴
わ
な
い

項
目

ロ

事
業
活
動
に
よ
り
生
じ
た
資
産
及
び
負
債
の
増
加
額
又
は
減
少
額

ハ

損
益
計
算
書
に
収
益
又
は
費
用
と
し
て
計
上
さ
れ
て
い
る
項
目
の
う
ち
投
資
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ

ロ
ー
及
び
財
務
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
区
分
に
含
ま
れ
る
項
目

（
投
資
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
表
示
方
法
）

第
五
十
九
条

第
五
十
七
条
第
二
号
に
掲
げ
る
投
資
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
区
分
に
は
、
主
要
な
取
引

ご
と
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
を
総
額
に
よ
り
表
示
す
る
方
法
に
よ
り
、
有
価
証
券
（
現
金
同
等
物
を
除
く
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
取
得
に
よ
る
支
出
、
有
価
証
券
の
売
却
に
よ
る
収
入
、
有
形
固
定
資
産
の
取
得
に
よ

る
支
出
、
有
形
固
定
資
産
の
売
却
に
よ
る
収
入
、
貸
付
け
に
よ
る
支
出
、
貸
付
金
の
回
収
に
よ
る
収
入
そ
の
他
投
資

活
動
に
係
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
を
、
そ
の
内
容
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
金
額
が
少
額
な
も
の
で
一
括
し
て
表
示
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
適
当
な
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て
一
括
し
て
掲
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
財
務
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
表
示
方
法
）

第
六
十
条

第
五
十
七
条
第
三
号
に
掲
げ
る
財
務
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
区
分
に
は
、
主
要
な
取
引
ご

と
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
を
総
額
に
よ
り
表
示
す
る
方
法
に
よ
り
、
短
期
借
入
れ
に
よ
る
収
入
、
短
期
借
入
金
の

返
済
に
よ
る
支
出
、
長
期
借
入
れ
に
よ
る
収
入
、
長
期
借
入
金
の
返
済
に
よ
る
支
出
、
社
会
医
療
法
人
債
の
発
行
に

よ
る
収
入
、
社
会
医
療
法
人
債
の
償
還
に
よ
る
支
出
そ
の
他
財
務
活
動
に
係
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
を
、
そ
の
内

容
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
金
額
が
少
額
な
も
の
で
一

括
し
て
表
示
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
当
な
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て

一
括
し
て
掲
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
現
金
及
び
現
金
同
等
物
に
係
る
換
算
差
額
等
の
記
載
）

第
六
十
一
条

現
金
及
び
現
金
同
等
物
に
係
る
換
算
差
額
が
発
生
し
た
場
合
は
、
第
五
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
区
分
と

は
別
に
、
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

第
七
章

附
属
明
細
表

（
附
属
明
細
表
の
記
載
方
法
）

第
六
十
二
条

附
属
明
細
表
の
記
載
方
法
は
、
本
章
の
規
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
附
属
明
細
表
の
種
類
）

第
六
十
三
条

附
属
明
細
表
の
種
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
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一

有
価
証
券
明
細
表

二

有
形
固
定
資
産
等
明
細
表

三

社
会
医
療
法
人
債
明
細
表

四

借
入
金
等
明
細
表

五

引
当
金
明
細
表

六

事
業
費
用
明
細
表

２

前
項
各
号
の
附
属
明
細
表
の
様
式
は
、
様
式
第
七
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
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附
則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



別 表 

 

１．貸借対照表に係る科目（第三十九条関係） 

（資産の部） 

分  類 科  目 摘    要 

現金及び預金 現金、他人振出当座小切手、送金小切手、郵便振替小

切手、送金為替手形、預金手形（預金小切手）、郵便為

替証書、郵便振替貯金払出証書、期限到来公社債利札、

官庁支払命令書等の現金と同じ性質をもつ貨幣代用物

及び小口現金など 

当座預金、普通預金、通知預金、定期預金、定期積立、

郵便貯金、郵便振替貯金、外貨預金、金銭信託その他

金融機関に対する各種掛金など（ただし、契約期間が

１年内に到来しないものは「その他の資産」に含める。）

事業未収金 事業収益に対する未収入金（手形債権を含む。） 

有価証券 短期間で換金可能な証券投資信託等の有価証券、貸借

対照表日から 1年以内に満期の到来する債券 

たな卸資産 医薬品、診療材料、給食材料、医療用消耗器具備品、

その他の消耗品及び消耗器具備品等 

前渡金 諸材料、燃料の購入代金の前渡額、修繕代金の前渡額、

その他これに類する前渡額 

前払費用 火災保険料、賃借料、支払利息など時の経過に依存す

る継続的な役務の享受取引に対する前払分のうち未経

過分の金額（ただし、貸借対照表日から１年を超えて

費用化されるものは除く。） 

繰延税金資産 税効果会計適用に伴う繰延税金資産のうち、流動資産

又は流動負債に属する特定の資産又は負債に関連して

計上されるもの及びそれ以外に計上されるものの中で

貸借対照表日から１年以内に取り崩されると認められ

るもの 

流動資産 

その他の流動資産 上記以外の未収収益、短期貸付金、役職員等に対する

短期債権又はその他の資産のうち、貸借対照表日から

１年以内に回収又は費用となると認められるもので資

産の総額の１％を超えるものがある場合には、適当な

名称を付して別掲するものとする 

建物 建物及び電気、空調、冷暖房、昇降機、給排水など建

物に附属する設備 

構築物 貯水池、門、塀、舗装道路、緑化施設など建物以外の

工作物及び土木設備であって土地に定着したもの 

医療用器械備品 治療、検査、看護など医療用の器械、器具、備品など

（ファイナンス・リース契約によるものを含む。） 

その他の器械備品 その他上記に属さない器械、器具、備品など（ファイ

ナンス・リース契約によるものを含む。） 

車両及び船舶 救急車、検診車、巡回用自動車、乗用車、船舶など（フ

ァイナンス・リース契約によるものを含む。） 

土地 事業活動のために使用している土地 

建設仮勘定 有形固定資産の建設、拡張、改造などの工事が完了し

稼働するまでに発生する請負前渡金、建設用材料部品

の買入代金など 

有形固定資産 

その他の有形固定資

産 

上記以外の有形固定資産で資産の総額の１％を超える

ものがある場合には、適当な名称を付して別掲するも



のとする 

借地権 建物の所有を目的とする地上権及び賃借権などの借地

法上の借地権で対価をもって取得したもの 

ソフトウエア コンピュータソフトウエアに係る費用で、外部から購

入した場合の取得に要した費用又は制作費用のうち研

究開発費に該当しないもの 

無形固定資産 

その他の無形固定資

産 

上記以外の無形固定資産で資産の総額の１％を超える

ものがある場合には、適当な名称を付して別掲するも

のとする 

有価証券 満期保有目的の債券等、流動資産の区分に記載されな

い有価証券 

長期貸付金 金銭消費貸借契約等に基づき開設主体の外部に対する

貸付取引のうち、貸借対照表日から 1 年を超えて受取

期限の到来するもの 

役職員等長期貸付金 役員、評議員及び職員に対する貸付金のうち当初の契

約において１年を超えて受取期限の到来するもの 

長期前払費用 時の経過に依存する継続的な役務の享受取引に対する

前払分で、貸借対照表日から１年を超えて費用化され

るもの 

繰延税金資産 税効果会計適用に伴う繰延税金資産のうち、固定資産

又は固定負債に属する特定の資産又は負債に関連して

計上されるもの及びそれ以外に計上されるものの中で

貸借対照表日から１年を超えて取り崩されると認めら

れるもの 

その他の資産 

その他の固定資産 上記以外のその他の資産のうち、貸借対照表日から１

年内に期限の到来しない預金又はその他の資産で資産

の総額の１％を超えるものがある場合には、適当な名

称を付して別掲するものとする 

 

（負債の部） 

分  類 科  目 摘    要 

支払手形 手形上の債務で、支払期日が貸借対照表日後 1 年以

内のもの（ただし、金融手形は「短期借入金」又は

「長期借入金」に含める。建物取引等の購入取引に

よって生じた債務は「設備支払手形」として別掲す

る。） 

買掛金 医薬品、診療材料、給食用材料などたな卸資産に対

する未払債務 

短期借入金 公庫、事業団、金融機関などの外部からの借入金で、

返済期限が貸借対照表日後 1 年以内のもの（返済期

限が 1年以内となった長期借入金を含む、） 

未払金 器械、備品などの償却資産及び事業費用等に対する

未払債務のうち、支払期限が貸借対照表日後 1 年以

内のもの 

未払費用 賃金、支払利息、賃借料など時の経過に依存する継

続的な役務給付取引において既に役務の給付を受け

たが、貸借対照表日までに法的にその対価の支払債

務が確定していないもの 

未払法人税等 法人税、住民税及び事業税の未払額 

未払消費税等 消費税及び地方消費税の未払額 

流動負債 

繰延税金負債 税効果会計適用に伴う繰延税金負債のうち、流動資

産又は流動負債に属する特定の資産又は負債に関連



して計上されるもの及びそれ以外に計上されるもの

の中で貸借対照表日から１年以内に取り崩されると

認められるもの 

前受金 事業収益の前受額、その他これに類する前受額 

預り金 入院預り金など従業員以外の者からの一時的な預り

金 

前受収益 受取利息、賃貸料など時の経過に依存する継続的な

役務提供取引に対する前受分のうち未経過分の金額

○○引当金 支給対象期間に基づき定期に支給する従業員賞与に

係る引当金など（引当金の設定目的を示す名称を付

して掲記するものとする。） 

その他の流動負債 上記以外の流動負債のうち、役職員等からの短期借

入金等の短期債務又はその他の負債で貸借対照表日

から１年以内に支払い又は収益となると認められる

もので負債及び純資産の合計額の１％を超えるもの

がある場合には、適当な名称を付して別掲するもの

とする 

社会医療法人債 社会医療法人が医療法の規定により発行する債券の

うち、償還期限が貸借対照表日後 1年を超えるもの

長期借入金 公庫、事業団、金融機関などの外部からの借入金で、

返済期限が貸借対照表日後 1年を超えるもの 

繰延税金負債 税効果会計適用に伴う繰延税金負債のうち、固定資

産又は固定負債に属する特定の資産又は負債に関連

して計上されるもの及びそれ以外に計上されるもの

の中で貸借対照表日から１年超に取り崩されると認

められるもの 

○○引当金 退職給付に係る会計基準に基づき、従業員が提供し

た労働用益に対して将来支払われる退職給付に備え

て設定される引当金など（引当金の設定目的を示す

名称を付して掲記するものとする。） 

固定負債 

その他の固定負債 上記以外の固定負債のうち、役職員等からの長期借

入金又はその他の負債で貸借対照表日から 1 年を超

えて支払又は収益となると認められるもので負債及

び純資産の合計額の１％を超えるものがある場合に

は、適当な名称を付して別掲するものとする 

 

（純資産の部） 

分  類 科  目 摘    要 

資本剰余金 資本剰余金 法人税法上の資本等の金額とされる寄附金及び社団

である医療法人で持分の定めのあるものが、定款を

変更して、持分の定めのないものに移行した場合に

資本から振替えられた金額 

代替基金 基金の返還に伴い計上された基金に相当する金額 

○○積立金 理事会及び社員総会の議決により積み立てた額（目

的が明確になるよう具体的な名称を付す。） 

利益剰余金 

繰越利益剰余金 損益計算の結果生じた純利益の累積額のうち、積立

金以外の金額 

その他有価証券評価

差額金 

その他有価証券の評価差額 評価・換算差額等 

繰延ヘッジ損益 ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べら

れるヘッジ手段に係る損益又は時価評価差額 



 

２．損益計算書に係る科目（第四十八条関係） 

分  類 科  目 摘    要 

事業損益   

事業収益 定款又は寄附行為に記載の本来業務の施設に係る事

業収益（当該施設に特定される資金運用に係る収益

以外の付随的な収益を含む。） 

（本来業務事業損

益） 

事業費用―事業費 定款又は寄附行為に記載の本来業務の施設に係る事

業費用（当該施設に特定される資金調達に係る費用

以外の付随的な費用を含む。） 

事業収益 定款又は寄附行為に記載の附帯業務の施設又は事業

に係る収益（附帯業務に特定される運営費補助金そ

の他付随的な収益を含む。） 

（附帯業務事業損

益） 

事業費用 定款又は寄附行為に記載の附帯業務の施設又は事業

に係る費用（附帯業務に特定される資金調達に係る

費用以外の付随的な費用を含む。） 

事業収益 定款又は寄附行為に記載の収益業務の事業に係る収

益（資金運用に係る収益を除く。） 

（収益業務事業損

益） 

事業費用 定款又は寄附行為に記載の収益業務の事業に係る費

用（資金調達に係る費用を除く。） 

受取利息 預貯金、公社債の利息 事業外収益 

その他の事業外収益 上記以外の事業外収益（事業外収益の総額の１０％

を超えるものがある場合には、適当な名称を付して

別掲するものとする。） 

支払利息 長期借入金、短期借入金、社会医療法人債、医療機

関債の利息（保証料等を含む。） 

事業外費用 

その他の事業外費用 上記以外の事業外費用（事業外費用の総額の１０％

を超えるものがある場合には、適当な名称を付して

別掲するものとする。） 

固定資産売却益 固定資産の売却価額がその帳簿価額を超える差額 特別利益 

その他の特別利益 上記以外の臨時的に発生した収益 

固定資産売却損 固定資産の売却価額がその帳簿価額に不足する差額

固定資産除却損 固定資産を廃棄した場合の帳簿価額及び撤去費用 

特別損失 

その他の特別損失 上記以外の臨時的に発生した費用 

法人税、住民税及び事業税 法人税、住民税及び事業税のうち、当該会計年度の

法人の負担に属するものとして計算された金額 

法人税等調整額 税効果会計の適用により計上される上記の法人税、

住民税及び事業税の調整額 

 



様式第一号

法人名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１．資　　　 産　　　 額 千円

２．負　　　 債　　　 額 千円

３．純　　資　　産　　額 千円

（内　　訳） （単位：千円）

Ａ　流　動　資　産

現金及び預金

医　 薬　 品

その他の流動資産

Ｂ　固　定　資　産

１　有形固定資産

土　　　　地 ㎡

建　　　　物

医療用器械備品

車両及び船舶

その他の有形固定資産

２　無形固定資産

借　 地　 権

ソフトウェア

その他の無形固定資産

３　その他の資産

Ｃ　資　産　合　計 （Ａ＋Ｂ）

Ｄ　負　債　合　計

Ｅ　純　　資　　産 （Ｃ－Ｄ）

×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

※医療法人整理番号

　　　　　　　　　　×××

金　　　額区　　　　　　　　　　分

　　　　　　　　　　×××

　　　　　　　　　　×××

財 産 目 録

（平成　　年　　月　　日現在）



様式第二号

法人名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（単位：千円）

 １ 有 形 固 定 資 産

その他の有形固定資産

 ２ 無 形 固 定 資 産

その他の無形固定資産

 ３ そ の 他 の 資 産

 １ 代　替　基　金

 ２ その他利益剰余金

 (注) 表中の科目について、別に表示することが適当であると認められるものについては、当該資産、負債及び

　　純資産を示す名称を付した科目をもって別に掲記することを妨げない。

前 渡 金

借 地 権

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

貸 借 対 照 表

○ ○ 引 当 金

　　　　　　　×××

　　　　　　　××× 前 受 収 益

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　××× 前 受 金

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

（平成　　年　　月　　日現在）

医 療 用 器 械 備 品

そ の 他の 器械 備品

ソ フ ト ウ ェ ア

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

車 両 及 び 船 舶

土 地

建 設 仮 勘 定

○ ○ 引 当 金　　　　　　　×××

繰 延 税 金 負 債　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

現 金 及 び 預 金

事 業 未 収 金

有 価 証 券

た な 卸 資 産

※医療法人整理番号

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

資　産　の　部 負　債　の　部

短 期 借 入 金

金　　　額

　　　　　　　×××

預 り 金

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

Ⅰ　流　動　負　債

支 払 手 形

買 掛 金

そ の 他の 固定 負債

負　債　合　計 　　　　　　　×××

未 払 費 用

負債・純資産合計

未 払 法 人 税 等

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

純 資 産 の 部

　　　　　　　×××

科　　　目

Ⅰ　資 本 剰 余 金

金　　　額

資　産　合　計 　　　　　　　×××

有 価 証 券

長 期 貸 付 金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

　　　　　　　×××

役職員等長期貸付金

そ の 他の 固定 資産

そ の 他の 流動 資産

Ⅱ　固　定　資　産

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

建 物

構 築 物

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

科　　　目 科　　　目金　　　額

　　　　　　　×××Ⅰ　流　動　資　産

　　　　　　　××× 未 払 金

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

長 期 借 入 金

そ の 他の 流動 負債

Ⅱ　固　定　負　債

社 会 医 療 法 人 債

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

未 払 消 費 税 等

繰 延 税 金 負 債

　　　　　　　×××

純 資 産 合 計 　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

○ ○ 積 立 金 　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

Ⅱ　利 益 剰 余 金

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

繰 越 利 益 剰 余 金

Ⅲ　評価・換算差額等

　　　　　　　×××その他有価証券評価差額金

　　　　　　　×××



様式第三号

法人名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（単位：千円）

Ⅰ　事　業　損　益

Ａ　本来業務事業損益

１　事　業　収　益

２　事　業　費　用

(１)事　　業　　費

(２)本　　部　　費

Ｂ　附帯業務事業損益

１　事　業　収　益

２　事　業　費　用

Ｃ　収益業務事業損益

１　事　業　収　益

２　事　業　費　用

Ⅱ　事 業 外 収 益

Ⅲ　事 業 外 費 用

Ⅳ　特　別　利　益

Ⅴ　特　別　損　失

 (注) １．利益がマイナスとなる場合には、「利益」を「損失」と表示する。

　　　　活動に関連する費用をいう。

　　　　事業外費用、特別利益及び特別損失を示す名称を付した科目をもって別に掲記することを妨げない。

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

その他の事業外費用

固 定 資 産 売 却 益

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

事 業 利 益

経 常 利 益

　　　　　　　×××

金　　　　　　額

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

※医療法人整理番号

損 益 計 算 書

（自　平成　　年　　月　　日　　至　平成　　年　　月　　日）

税 引 前 当 期 純 利 益

法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

科　　　　　　　　　　目

そ の 他の 特別 利益

支 払 利 息

受 取 利 息

その他の事業外収益

固 定 資 産 売 却 損

そ の 他の 特別 損失

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

本 来 業務 事業 利益

附 帯 業務 事業 利益

収 益 業務 事業 利益

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

当 期 純 利 益

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　2.「本部費」とは、当該法人が運営する複数の施設における共通的作業及び主たる事務所等管理部門におけ

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××



様式第四号

法人名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成  年  月  日  残高

（千円）

会計年度中の変動額合計

（千円）

平成  年  月  日  残高

（千円）

１．純資産の変動事由及び金額の掲載は、概ね貸借対照表における記載の順序によること。

２．その他利益剰余金は、科目ごとの記載に代えてその他利益剰余金の合計額を、前会計年度末残高、会計年度中の変動額及び会計年度末残高に区分して記載するこ

　とができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。

３．評価・換算差額等は、科目ごとの記載に代えて評価・換算差額等の合計額を、前会計年度末残高、会計年度中の変動額及び会計年度末残高に区分して記載するこ

　とができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。

４．利益剰余金及び純資産の各合計欄の記載は省略することができる。

○ ○ 積 立 金 繰越利益剰余金

※医療法人整理番号

その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損　　　益

評価・換算
差額等合計

評　価　・　換　算　差　額　等

純 資 産 変 動 計 算 書

利　　益　　剰　　余　　金

利益剰余金合計代替基金
純資産合計

××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

資本剰余金

当期純利益

××× ×××

×××

・・・・・・・・・・

会計年度中の変動額

×××

・・・・・・・・・・

××× ××× ×××

××× ××× ×××

×××

×××

××× ××× ××× ×××

×××

×××

（自　平成　　年　　月　　日　　至　平成　　年　　月　　日）

×××

××× ××× ××× ×××

その他利益剰余金



様式第五号

法人名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（単位：千円）

Ⅰ　事業活動によるキャッシュ・フロー

本来業務事業収入

本来業務事業費支出

附帯業務事業収入

附帯業務事業費支出

収益業務事業収入

収益業務事業費支出

･････････

小　　　　　　　計

利息及び配当金の受取額

利息の支払額

法人税等の支払額

･････････

事業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

有価証券の売却による収入

有形固定資産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入

施設設備補助金の受入れによる収入

貸付けによる支出

貸付金の回収による収入

･････････

投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

短期借入金の返済による支出

長期借入れによる収入

長期借入金の返済による支出

･････････

財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額（又は減少額）

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

※医療法人整理番号

金　　　額区　　　　　　　　　　分

（自　平成　　年　　月　　日　　至　平成　　年　　月　　日）

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××



様式第六号

法人名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（単位：千円）

Ⅰ　事業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

減価償却費

退職給付引当金の増加額

貸倒引当金の増加額

受取利息及び配当金

支払利息

有価証券売却益

固定資産売却益

事業債権の増加額

たな卸資産の増加額

仕入債務の増加額

･････････

小　　　　　　　計

利息及び配当金の受取額

利息の支払額

法人税等の支払額

･････････

事業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

有価証券の売却による収入

有形固定資産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入

施設設備補助金の受入れによる収入

貸付けによる支出

貸付金の回収による収入

･････････

財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

短期借入金の返済による支出

長期借入れによる収入

長期借入金の返済による支出

･････････

財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ　現金又は現金同等物の増加額（又は減少額）

Ⅴ　現金又は現金同等物の期首残高

Ⅵ　現金又は現金同等物の期末残高

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

※医療法人整理番号

金　　　額区　　　　　　　　　　分

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

（自　平成　　年　　月　　日　　至　平成　　年　　月　　日）

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　△×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××



様式第七号

法人名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【債　券】

（千円） （千円）

【その他】

（千円）

１．貸借対照表の流動資産及びその他の資産に計上されている有価証券について記載すること。

２．流動資産に計上した有価証券とその他の資産に計上した有価証券を区分し、さらに満期保有目的の債券及

　びその他有価証券に区分して記載すること。

３．銘柄別による有価証券の貸借対照表上額が財務諸表提出社会医療法人の純資産額の１％以下である場合に

　は、当該有価証券に関する記載を省略することができる。

４．記載を省略した債券については、公社債、国債、地方債等に大別して、銘柄の総数及び貸借対照表計上額

　を記載し、その他のものについては証券投資信託の受益証券、出資証券等に大別して銘柄の総数及び貸借対

　照表計上額を記載すること。

５．公社債の銘柄は、「○○会社物上担保付社債」のように記載し、国債及び地方債の銘柄は、「○○分利付

　国債」又は「○○分利付○○債」のように記載すること。

６．「その他」の欄には有価証券の種類（証券取引法第２条第１項各号に掲げる種類をいう。）に区分して記

　載すること。

※医療法人整理番号

銘　　　　　　　　　柄
券  面  総  額 貸借対照表上計上額

計

貸借対照表上計上額

有 価 証 券 明 細 表

計

種　類　及　び　銘　柄 投 資 口 数 等



様式第八号

法人名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

１．有形固定資産、無形固定資産及びその他の資産について、貸借対照表に掲げられている科目の区分により記載すること。

２．「前期末残高」、「当期増加額」、「当期減少額」及び「当期末残高」の欄は、当該資産の取得原価によって記載すること 。

　ただし、減損損失累計額を取得原価から直接控除している場合には、当該会計年度の減損損失の金額は「当期減少額」の欄に内書

　（括弧書）として記載し、「当期末残高」の欄は、減損損失控除後の金額を記載すること。

３．当期末残高から減価償却累計額又は償却累計額及び減損損失累計額（減損損失累計額を取得原価から直接控除している場合を除く

　。）を控除した残高を、「差引当期末残高」の欄に記載すること。

４．合併、贈与、災害による廃棄、滅失等の特殊な事由で増加若しくは減少があった場合又は同一の種類のものについて資産の総額

　の１％を超える額の増加若しくは減少があった場合（ただし、建設仮勘定の減少のうち各資産科目への振替によるものは　除く。）

　は、その事由を欄外に記載すること。

５．特別の法律の規定により資産の再評価が行われた場合その他特別の事由により取得原価の修正が行われた場合には、当該再評価差

　額等については、「当期増加額」又は「当期減少額」の欄に内書（括弧書）として記載し、その増減の事由を欄外に記載すること。

６．有形固定資産又は無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下である場合には、有形固定資産又は無形固定資産に係る記載中

　「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の欄の記載を省略することができる。なお、記載を省略した場合には、その

 　旨注記すること。

７．有形固定資産の当該会計年度における増加額及び減少額がいずれも当該会計年度末における有形固定資産の総額の５％以下である

　場合には、有形固定資産に係る記載中「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の欄の記載を省略することができる。

　なお、記載を省略した場合には、その旨を注記すること。

８．無形固定資産の当該会計年度における増加額及び減少額がいずれも当該会計年度末における無形固定資産の総額の５％以下で

　ある場合には、無形固定資産に係る記載中「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の欄の記載　を省略することができ

る。なお、記載を省略した場合には、その旨を注記すること。

９．減価償却を行う有形固定資産に対する減損損失累計額を、当該各資産に対する控除科目として、減損損失累計額の科目をもって掲

　記している場合には、減損損失の金額は「当期償却額」の欄に内書（括弧書）として記載し、減損損失累計額は、「当期末減価

　償却累計額又は償却累計額」の欄と「当期償却額」の欄の間に「当期末減損損失累計額」の欄を設けて記載すること。

１０．減価償却を行う有形固定資産に対する減損損失累計額を、当該各資産科目に対する控除科目として、減価償却累計額に合算し

　て掲記している場合には、減損損失の金額は「当期償却額」の欄に内書（括弧書）として記載し、「当期末減価償却累計額又は償却

　累計額」の欄に減損損失累計額を含めて記載する。この場合には、「当期末減価償却累計額又は償却累計額　」の欄に、減損損失累

　計額が含まれている旨を注記すること。

差　　　引
当期末残高

※医療法人整理番号

資産の種類
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額

当期償却額

無
形
固
定
資
産

有
形
固
定
資
産 計

計

計

そ
の
他
の
資
産

有 形 固 定 資 産 等 明 細 表



様式第九号

法人名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（千円） （千円）

１．当該社会医療法人の発行している社会医療法人債（当該会計年度中に償還済みとなったものを含む。以下

　同じ。）について記載すること。

２．「銘柄」の欄には、「第○○回物上担保付○○号社会医療法人債」のように記載すること。ただし、発行

　している社会医療法人債が多数ある場合には、その種類ごとにまとめて記載することができる。

３．金額の重要性が乏しい社会医療法人債については、「その他の社会医療法人債」として一括して記載する

　ことができる。

４．「担保」の欄には、担保付社会医療法人債及び無担保社会医療法人債の別を記載すること。

５．減債基金付社会医療法人債については、その内容を欄外に記載すること。

６．当期末残高のうち１年内に償還が予定されるものがある場合には、「当期末残高」の欄にその金額を内書

　（括弧書）として記載し、その旨を注記すること。

７．貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額を注記すること。

－ －

前期末残高 当期末残高
銘　　　　　柄 発行年月日

※医療法人整理番号

利率 担保 償還期限

社 会 医 療 法 人 債 明 細 表

合　　　　　計 － －



様式第十号

法人名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（千円） （千円） （％）

１．短期借入金、長期借入金（貸借対照表において流動負債として掲げられているものを含む。以下同じ。）

　及び金利の負担を伴うその他の負債（社会医療法人債を除く。以下「その他の有利子負債」という。）につ

　いて記載すること。

２．重要な借入金で無利息又は特別の条件による利率が約定されているものがある場合には、その内容を欄外

　に記載すること。

３．「その他の有利子負債」の欄は、その種類ごとにその内容を示したうえで記載すること。

４．「平均利率」の欄には、加重平均利率を記載すること。

５．長期借入金及びその他の有利子負債（１年以内に返済予定のものを除く。）については、貸借対照表日後

　５年内における１年ごとの返済予定額の総額を注記すること。

－

－

※医療法人整理番号

平均利率当 期 末 残 高
返済期限区　　　　　分

前 期 末 残 高

借 入 金 等 明 細 表

短期借入金

１年以内に返済予定の
長期借入金

長期借入金（１年以内に
返済予定のものを除く。）

－

その他の有利子負債

合　　　　　計 －



様式第十一号

法人名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

１．前期末及び当期末貸借対照表に計上されている引当金（退職給付引当金を除く。）について、設定目的ご

　との科目の区分により記載すること。

２．「当期減少額」の欄のうち「目的使用」の欄には、各引当金の設定目的である支出又は事実の発生があっ

　たことによる取崩額を記載すること。

３．「当期減少額」の欄のうち「その他」の欄には、目的使用以外の理由による減少額を記載し、減少の理由

　を注記すること。

※医療法人整理番号

区　　　　　分

当期減少額
前期末残高 当期増加額

（目的使用） （そ の 他）
当期末残高

当期減少額

引 当 金 明 細 表



様式第十二号

法人名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１．売上原価には、当該医療法人の開設する病院等の業務に附随して行われるもの（売店等）及び収益業務の

　うち商品の仕入れ又は製品の製造を伴う業務について記載すること。

２．材料費、給与費、委託費、経費及びその他の事業費用に含まれる減価償却費及び引当金繰入額（これらの

　費目のうちその金額が少額であるものを除く。）並びにこれら以外の費目でその金額が事業費用の合計額の

　百分の五を超えるものについて、適当な名称を付して注記すること。

その他の事業費用

商品(又は製品)期首
たな卸高

当期商品仕入高(又は
当期製品製造原価)

商品(又は製品)期末
たな卸高

給与費

材料費

計

経費

委託費

売上原価

※医療法人整理番号

事 業 費 用 明 細 表

（千円）（千円） （千円）

附帯業務
事業費用

収益業務
事業費用

合　　　計
区　　　分

（千円） （千円） （千円）

事 業 費 本 部 費 計

本 来 業 務 事 業 費 用


